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(57)【要約】
【課題】内視鏡用デバイスを内視鏡に挿入する際の過挿
入を、その挿入後に手技を行う術者にストレスを与える
ことなく防止することができる過挿入防止具を提供する
。
【解決手段】過挿入防止具１は、それぞれがシース部４
に沿って摺動可能でシース部４の任意の摺動位置に固定
し及びその固定を解除することが可能な第１可動固定部
７及び第２可動固定部８と、これらの間をシース部４に
沿って連結し、第２可動固定部８を第１可動固定部７側
に付勢可能なコイルばね９とを備える。第２可動固定部
８は、シース部４を内視鏡５に挿入する際に、その挿入
口６に当接して挿入を停止させる形状を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡用デバイスの処置部及びシース部を内視鏡に対しその挿入口から挿入する際の過
挿入を防止する過挿入防止具であって、
　前記シース部に沿って移動可能で、該シース部の任意の位置に固定し及びその固定を解
除することが可能な可動固定部と、
　前記シース部の前記可動固定部が固定される位置よりも後方の任意の位置に固定可能な
後方固定部と、
　前記後方固定部と前記可動固定部とを連結し、該可動固定部を該後方固定部側に付勢可
能な弾性部材とを備え、
　前記可動固定部は、前記シース部の前記挿入口からの挿入に際し、該挿入口に当接して
該挿入を停止させる形状を有することを特徴とする内視鏡用デバイスの過挿入防止具。
【請求項２】
　前記可動固定部は、
　１対のレバー部材と、
　前記一対のレバー部材を相互に回動可能に連結するヒンジ部とを備え、
　前記ヒンジ部には、前記処置部及びシース部が通される摺動孔が設けられ、
　前記弾性部材は、前記処置部及びシース部を、前記摺動孔を経て挿入し、通すことがで
きるように構成されたコイルばねであり、
　前記１対のレバー部材は、
　該１対のレバー部材を、前記ヒンジ部よりも前記コイルばねと反対側で摘むことにより
相互に固定するとともに、該ヒンジ部よりも該コイルばね側で摘むことにより該固定を解
除するための係合部と、
　該１対のレバー部材が前記係合部によって固定されることにより、前記摺動孔に通され
た前記シース部を挟んで把持し、該固定が解除されることにより、該把持を解除する挟持
部とを備えることを特徴とする請求項１に記載の過挿入防止具。
【請求項３】
　前記弾性部材は、前記シース部上で前記後方固定部が固定され、前記可動固定部の固定
が解除された状態で、該後方固定部と該可動固定部との間の該シース部に沿った距離を所
定値に維持することを特徴とする請求項１又は２に記載の過挿入防止具。
【請求項４】
　前記可動固定部及び前記後方固定部は、過挿入防止具の長さ方向において相互に逆方向
を向いた同一の構成を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の過挿
入防止具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡用デバイスを内視鏡に挿入する際の過挿入を防止する内視鏡用デバイ
スの過挿入防止具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、鉗子等の内視鏡用デバイスを内視鏡の挿入口から挿入する際にその挿入量を規制
するための規制部材をシース部に設けた内視鏡用デバイスが知られている（例えば、特許
文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載の内視鏡用デバイスにおいては、内視鏡用デバイスを使用する前に、
その処置部が、内視鏡に挿入されたときに内視鏡の先端から適切な突出量で突出するよう
に、シース部における規制部材の位置が調整される。そして、内視鏡用デバイスの処置部
及びシース部を内視鏡の挿入口から挿入する際には、適切な挿入量に達したときに規制部
材が挿入口に当接し、それ以上の挿入が阻止される。
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【０００４】
　これによれば、内視鏡用デバイスの内視鏡への挿入量が規制部材の挿入口への当接によ
り規制されるので、シース部及び処置部が必要量を超えて内視鏡に挿入され、その先端か
ら突出する過挿入が防止される。したがって、内視鏡用デバイスを内視鏡に挿入するとき
の安全性を図ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－２６２２４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般に、内視鏡用デバイスを使用する場合には、術者は、内視鏡用デバイスの処置部を
内視鏡に挿入し、その先端から突出させた後、内視鏡用デバイスの内視鏡に対する挿抜を
触覚、視覚等に基づいて感覚的に行いながら、内視鏡用デバイスを用いた手技を行う。
【０００７】
　しかしながら、上記従来の内視鏡用デバイスによれば、規制部材が内視鏡の挿入口に当
接するまで内視鏡用デバイスを内視鏡に挿入することにより処置部を内視鏡先端から突出
させてから、内視鏡用デバイスによる手技が行われる。このため、手技が行われている間
に、手技に伴う内視鏡用デバイスの挿抜に際し、規制部材が内視鏡の挿入口に容易に接触
する。かかる接触は、術者による内視鏡用デバイスの感覚的な挿抜の妨げになり、術者に
ストレスを与えるおそれがある。
【０００８】
　本発明の目的は、かかる従来技術の課題に鑑み、内視鏡用デバイスを内視鏡に挿入する
際の過挿入を、その挿入後に手技を行う術者にストレスを与えることなく防止することが
できる過挿入防止具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の過挿入防止具は、内視鏡用デバイスの処置部及びシース部を内視鏡に対しその
挿入口から挿入する際の過挿入を防止する過挿入防止具であって、前記シース部に沿って
移動可能で、該シース部の任意の位置に固定し及びその固定を解除することが可能な可動
固定部と、前記シース部の前記可動固定部が固定される位置よりも後方の任意の位置に固
定可能な後方固定部と、前記後方固定部と前記可動固定部とを連結し、該可動固定部を該
後方固定部側に付勢可能な弾性部材とを備え、前記可動固定部は、前記シース部の前記挿
入口からの挿入に際し、該挿入口に当接して該挿入を停止させる形状を有することを特徴
とする。
【００１０】
　本発明において、過挿入防止具は、内視鏡用デバイスを内視鏡に挿入するに先立ち、内
視鏡用デバイスのシース部に対し、後方固定部をシース部の後端近傍に固定し、可動固定
部を後方固定部の固定位置よりも前端側に固定することにより装着される。
【００１１】
　このとき、可動固定部の固定位置として、シース部を可動固定部が内視鏡の挿入口に当
接するまで挿入したときに、内視鏡用デバイスの処置部が内視鏡の先端から適切な量だけ
突出するような位置が選択される。また、この後方固定部及び可動固定部の固定により、
これらを接続する弾性部材が引き伸ばされた状態となる。
【００１２】
　内視鏡用デバイスの内視鏡への挿入は、このようにして固定された可動固定部が内視鏡
の挿入口に当接するまで行われる。可動固定部が挿入口に当接すると、内視鏡用デバイス
の処置部が内視鏡の先端から適切な量だけ突出した状態となり、内視鏡用デバイスのそれ
以上の挿入は、挿入口により阻止される。これにより、内視鏡用デバイスの過挿入が防止
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される。
【００１３】
　この挿入が完了すると、可動固定部の固定が解除される。これにより、可動固定部は、
弾性部材によって後方固定部材の方に引き付けられ、内視鏡の挿入口から十分な距離を置
いて離れた状態となる。
【００１４】
　この状態において、内視鏡用デバイスを用いた手技が行われる。その際、可動固定部は
、内視鏡の挿入口から十分離れているので、術者が手技に応じて内視鏡用デバイスの挿抜
を多少行ったとしても、挿入口に接触することはない。したがって、術者は、可動固定部
が挿入口に接触することによる不快感を受けることなく、手技に専念することができる。
【００１５】
　本発明において、前記可動固定部は、１対のレバー部材と、前記一対のレバー部材を相
互に回動可能に連結するヒンジ部とを備え、前記ヒンジ部には、前記処置部及びシース部
が通される摺動孔が設けられ、前記弾性部材は、前記処置部及びシース部を、前記摺動孔
を経て挿入し、通すことができるように構成されたコイルばねであり、前記１対のレバー
部材は、該１対のレバー部材を、前記ヒンジ部よりも前記コイルばねと反対側で摘むこと
により相互に固定するとともに、該ヒンジ部よりも該コイルばね側で摘むことにより該固
定を解除するための係合部と、該１対のレバー部材が前記係合部によって固定されること
により、前記摺動孔に通された前記シース部を挟んで把持し、該固定が解除されることに
より、該把持を解除する挟持部とを備えてもよい。
【００１６】
　これによれば、内視鏡用デバイスを可動固定部が内視鏡の挿入口に当接するまで挿入し
た後、内視鏡用デバイスをその挿入位置に維持しながら、可動固定部を摘むだけで、極め
て容易に挿入口から遠ざけることができる。
【００１７】
　本発明において、前記弾性部材は、前記シース部上で前記後方固定部が固定され、前記
可動固定部の固定が解除された状態で、該後方固定部と該可動固定部との間の該シース部
に沿った距離を所定値に維持するものであってもよい。
【００１８】
　これによれば、後方固定部の固定位置を選択することにより、固定が解除された可動固
定部材を内視鏡の挿入口から離れた適切な位置に位置付けて、その位置を超えて内視鏡用
デバイスが挿入されるのを妨げるために利用することができる。したがって、術者が手技
を行っているときでも、内視鏡用デバイスの挿入量が必要以上に大きくなるのを防止する
ことができる。
【００１９】
　本発明において、前記可動固定部及び前記後方固定部は、過挿入防止具の長さ方向にお
いて相互に逆方向を向いた同一の構成を有してもよい。これによれば、過挿入防止具のい
ずれの端部の固定部を可動固定部又は後方固定部として用いてもよいので、取扱いが容易
となる。また、可動固定部及び後方固定部を、同一の固定部として、同じ装置及び方法で
製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係る過挿入防止具を装着した内視鏡用デバイスを内視鏡に
挿入する様子を示す図である。
【図２】過挿入防止具の正面図である。
【図３】（ａ）は、過挿入防止具の第１可動固定部又は第２可動固定部の正面図であり、
（ｂ）は、その側面図である。
【図４】内視鏡用デバイスを内視鏡に挿入した後、手技が行われているときの様子を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２１】
　以下、図面を用いて本発明の実施形態を説明する。図１に示すように、実施形態の内視
鏡用デバイスの過挿入防止具１は、内視鏡用デバイス２の処置部３及びシース部４を内視
鏡５の挿入口６から挿入する際の挿入量を規制して過挿入を防止する目的で、シース部４
に装着されるものである。
【００２２】
　図２に示すように、過挿入防止具１は、それぞれがシース部４に沿って摺動可能でシー
ス部４の任意の摺動位置に固定し及びその固定の解除が可能な第１可動固定部７及び第２
第２可動固定部８と、第１可動固定部７と第２可動固定部８との間をシース部４に沿って
連結する弾性部材としてのコイルばね９とを備える。
【００２３】
　第１可動固定部７及び第２可動固定部８は、それぞれ本発明の後方固定部及び可動固定
部を構成する。コイルばね９は、第２可動固定部８を第１可動固定部７側に付勢可能であ
り、第１可動固定部７及び第２可動固定部８がシース部４に固定されるときに引き伸ばさ
れて、付勢力を生じる。
【００２４】
　図３に示すように、第１可動固定部７及び第２可動固定部８は、いずれも１対のレバー
部材１０ａ及び１０ｂと、レバー部材１０ａ及び１０ｂを相互に回動可能に連結するヒン
ジ部１１と、ヒンジ部１１に設けられ、シース部４が摺動可能に通される摺動孔１２とを
備える。レバー部材１０ａ、１０ｂ及びヒンジ部１１は、硬質のプラスチック樹脂で形成
される。
【００２５】
　コイルばね９は、プラスチック又はゴムで形成される。コイルばね９の両端部は、シー
ス部４を、摺動孔１２を経てコイルばね９に挿入し、通すことができるように、摺動孔１
２に適合させて第１可動固定部７及び第２可動固定部８にそれぞれ接続される。
【００２６】
　レバー部材１０ａ及び１０ｂは、ヒンジ部１１よりもコイルばね９と反対側に設けられ
た係合部としてのフック部１３ａ及び１３ｂをそれぞれ備える。また、レバー部材１０ａ
及び１０ｂのフック部１３ａ及び１３ｂ側の端部には、シース部４を挟んで把持するため
の挟持部１４ａ及び１４ｂがそれぞれ設けられる。
【００２７】
　フック部１３ａ及び１３ｂは、レバー部材１０ａ及び１０ｂを、ヒンジ部１１よりもコ
イルばね９と反対側で摘むことにより、相互にスナップフィット式で固定するとともに、
ヒンジ部１１よりもコイルばね９側で摘むことにより、該固定を解除できるように構成さ
れる。なお、図３では、この固定が解除されている状態が示されている。
【００２８】
　挟持部１４ａ及び１４ｂは、摺動孔１２を経てコイルばね９に通されたシース部４を、
レバー部材１０ａ及び１０ｂがスナップフィット式で固定されたことにより挟んで把持し
、該固定が解除されたことにより該把持を解除するように構成される。挟持部１４ａ及び
１４ｂがシース部４を把持することにより、第１可動固定部７及び第２可動固定部８は、
シース部４に固定される。この固定は、この把持の解除により解除される。
【００２９】
　このシース部４に対する第１可動固定部７及び第２可動固定部８の固定を、相互に所定
距離以上離してコイルばね９が伸長した状態で行うと、その後の第２可動固定部８の固定
の解除により、第２可動固定部８を第１可動固定部７側に移動させることができる。この
ように、第２可動固定部８の固定が解除された状態においては、第１可動固定部７と第２
可動固定部８との間のシース部４に沿った距離が所定値に維持される。
【００３０】
　この構成において、内視鏡５及び内視鏡用デバイス２を用いて手技を行う場合には、術
者は、まず、内視鏡用デバイス２をその処置部３側（前端側）から、過挿入防止具１に対
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してその第１可動固定部７の摺動孔１２側から挿入する。そして、第１可動固定部７を、
内視鏡用デバイス２のシース部４における後端近傍の位置に固定する。この固定は、上述
のように、第１可動固定部７のヒンジ部１１よりもコイルばね９と反対側の部分を摘むこ
とにより行われる。
【００３１】
　次に、第２可動固定部８を同様にして摘むことにより、シース部４上の第１可動固定部
７が固定された位置よりも処置部３側の位置に固定する。この第２可動固定部８の固定位
置は、内視鏡用デバイス２を内視鏡５に挿入する際に、内視鏡５の挿入口６に第２可動固
定部８が突き当たったときに挿入量が適切な値となるような位置が選択される。この第２
可動固定部８の固定により、過挿入防止具１が内視鏡用デバイス２に装着され、コイルば
ね９は引き伸ばされた状態となる。
【００３２】
　次に、過挿入防止具１が装着された内視鏡用デバイス２が、その前端側を先にして、内
視鏡５に対してその挿入口６から挿入される。この挿入は、過挿入防止具１の第２可動固
定部８が内視鏡５の挿入口６に当たるまで行われる。この挿入が完了すると、内視鏡用デ
バイス２が適切な挿入量で挿入された状態となる。すなわち、内視鏡用デバイス２の処置
部３が、内視鏡５の先端から適切な量だけ突出した状態となる。
【００３３】
　次に、第２可動固定部８のヒンジ部１１よりもコイルばね９側の部分を摘むことにより
、第２可動固定部８のシース部４に対する固定が解除される。これにより、第２可動固定
部８がコイルばね９によりシース部４上を摺動して第２可動固定部８側に引き寄せられ、
図４のように、コイルばね９が、そのばね定数に応じて収縮した状態となる。これにより
、第１可動固定部７と第２可動固定部８との間のシース部４に沿った距離が所定値に維持
される。
【００３４】
　この状態において、術者により内視鏡用デバイス２による手技が行われる。手技が行わ
れる間、図４のように、第２可動固定部８は、内視鏡５の挿入口６から十分離れた状態に
ある。このため、内視鏡用デバイス２が、手技に伴って多少挿抜されたとしても、第２可
動固定部８が挿入口６に接触することはない。したがって、内視鏡用デバイス２は、術者
に何らストレスを与えることなく、術者により操作され、術者の手技に供される。
【００３５】
　手技が行われている間に、内視鏡用デバイス２が必要以上に挿入されようとした場合に
は、第２可動固定部８が挿入口６に当接する。これにより、手技が行われている間も、内
視鏡用デバイス２の過度の挿入が回避される。
【００３６】
　手技が完了すると、内視鏡用デバイス２が内視鏡５から引き抜かれる。その後、過挿入
防止具１は、内視鏡用デバイス２に装着したまま、内視鏡用デバイス２とともに廃棄され
る。
【００３７】
　本実施形態によれば、内視鏡用デバイス２を内視鏡５へ挿入する際の過挿入を第２可動
固定部８により防止するとともに、その後に第２可動固定部８をシース部４の後端側に移
動させてから内視鏡用デバイス２による手技を行うことができる。このため、手技の実施
中に第２可動固定部８が内視鏡５の挿入口６に当たることがないので、術者は、ストレス
なく手技を行うことができる。
【００３８】
　また、第２可動固定部８のシース部４後端側への移動は、第２可動固定部８を摘むだけ
で行うことができる。したがって、術者は、かかる操作を、内視鏡用デバイス２の挿入量
を適切に維持したまま、容易に行うことができる。
【００３９】
　また、手技が行われている間、第１可動固定部７と第２可動固定部８との間のシース部
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４に沿った距離が所定値に維持される。したがって、第１可動固定部７のシース部４にお
ける固定位置を適切に設定しておくことにより、第２可動固定部８の固定を解除したとき
に、第２可動固定部８を内視鏡５の挿入口６から離れた適切な所定位置に位置付けること
ができる。
【００４０】
　これにより、その所定位置を超えて内視鏡用デバイス２が挿入されるのを妨げるために
第２可動固定部８を利用することができる。したがって、術者が手技を行っているときで
も、内視鏡用デバイス２の挿入量が必要以上に大きくなるのを防止することができる。
【００４１】
　また、第１可動固定部７及び第２可動固定部８は、過挿入防止具１の長さ方向において
相互に逆方向を向いた同一の構成を有する。これにより、第１可動固定部７又は第２可動
固定部８のいずれをも可動固定部又は後方固定部として用いることができる。したがって
、過挿入防止具１の取扱いが容易となるとともに、可動固定部及び後方固定部を、同じ装
置及び方法で製造することができる。
【００４２】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、
後方固定部として、シース部４に固定可能なものであれば、第１可動固定部７とは異なる
ものを用いてもよい。例えば、各種クリップのようなものを用いて、過挿入防止具をシー
ス部４の側方から装着できるようにしてもよい。
【００４３】
　また、第１可動固定部７と第２可動固定部８とを接続する弾性部材として、ゴム紐等を
用いてもよい。この場合、ゴム紐等をシース部４に巻き付けて用いてもよい。また、過挿
入防止具は、製品としての内視鏡用デバイスに予め装着されていてもよい。
【符号の説明】
【００４４】
　１…過挿入防止具、２…内視鏡用デバイス、３…処置部、４…シース部、５…内視鏡、
６…挿入口、７…第１可動固定部（後方固定部）、８…第２可動固定部（可動固定部）、
９…コイルばね（弾性部材）、１０ａ、１０ｂ…レバー部材、１１…ヒンジ部、１２…摺
動孔、１３ａ、１３ｂ…フック部、１４ａ、１４ｂ…挟持部。
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有在将护套部4插入内窥镜5内时使第二可动固定部8与插入口6抵接而停
止的形状。 [选型图]图1
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